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和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

 本要領は、和歌山県が｢和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務｣を委託するにあ

たり実施する公募型プロポーザルについて必要な事項を定めたものである。 

 

１ 委託業務概要 

（１）業務名 

和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務 

（２）業務内容 

別紙①｢和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務仕様書｣のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日から２０２２年３月３１日までとする。 

（４）委託料 

業務を実施するために必要な経費として県は、選定された事業者が提示し

た額を支払う。この場合の支払時期や方法等については別途定める。 

なお、県が支払う額（３年分）の上限は、２８５，６２４,０００円（消費

税及び地方消費税（合計８％）の額を含む。消費税及び地方消費税の税率に

変更が生じた場合、契約の変更を行う。）とする。また、２０１９年度から２

０２１年度の各年度の支払限度額は次のとおりとするので、応募金額の提案

は、この範囲内で行うこと。（契約期間及び業務工程等の変更（延長）に伴い、

支払年度を変更することがあるものとする。） 

  ※具体的な業務項目については別紙②「業務項目」参照のこと。 

 

２ 留意事項 

（１）本業務は、上記の３段階に分けて実施することとし、発注者は、第１段階

又は第２段階で業務を終了し、契約を途中解除することがあるため、応募者

業務項目 委託上限額（税込） 支払年度 

①第１段階業務（実施方針策定、募

集要項作成までに必要な業務） 
２０１，３７５千円 ２０１９年度 

②第２段階業務（事業者選定までに

必要な業務） 
７０，７３４千円 ２０２０年度 

③第３段階業務（区域認定申請まで

に必要な業務） 
１３，５１５千円 ２０２１年度 

合 計 ２８５，６２４千円  
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はこれを踏まえて本業務の企画提案を行うこと。 

なお、第１段階又は第２段階で契約を解除した場合において、解約は将来

的に効力を生じ、その時点以降の受注者の作業について発注者は支払いを行

わない。また、発注者は、解約に起因して受注者に生じる損害等について補

償は一切行わない。 

（２）発注者は、国におけるＩＲ整備法の関連政省令・基本方針等の制定・公表

時期やその内容、和歌山県・和歌山市の議会及び政策決定の状況、その他本

業務の契約時に予期せぬ状況等によって、その契約期間及び業務工程等を変

更（延長:ただし２年を超えない）し、またこれに伴い委託料の支払い時期等

を変更する可能性があるため、応募者はこれを踏まえて本業務の企画提案を

行うこと。 

また、業務実施にあたっては、円滑な業務の遂行・進捗が図られるよう発

注者と連携を密にするとともに、契約期間及び業務工程等に変更の必要が生

じた場合は、発注者の求めに応じ柔軟に対応すること。 

なお、発注者は、これに伴う補償は一切行わない。 

（３）本業務に従事する各担当者の資格・実績要件については、別紙③「各担当

者の配置条件について」のとおりとする。 

 

３ 応募資格 

本プロポーザルに応募できる者は、次の要件を全て満たす者とする。 

（１）民間企業、ＮＰＯ法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委

託事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。ただし、宗

教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下に

ある団体でないこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当する者ではないこと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を

排除されている者ではないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）による手続きを行っている者でないこと。 

（５）国税又は都道府県税の滞納がない者であること。 

（６）直近５ヶ年において、同種同規模の契約実績があること。なお、同種の契

約実績とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成１１年法律第１１７号。）第５条の規定に基づき、実施方針が公表さ

れた事業のアドバイザリー業務もしくは、これと同種又は類似する業務につ
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いての契約実績である。（現在履行中のものを除く。ただし、平成 31 年 3 月

31 日までに契約期間が満了するものについては可とする）。また、同規模の

契約実績とは、上記契約実績の契約金額が本公告で発注する業務の契約金額

に相当(当該発注業務の委託料上限額の概ね５０％以上の契約金額)するもの

の契約実績である。 

（７）複数の事業者による共同体（以下「コンソーシアム」という。）として提案

する場合には、次の要件を満たすこと。 

   ・コンソーシアムの幹事者を決め、コンソーシアムに所属するすべての事業

者の代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印すること。 

   ・事業者は複数のコンソーシアムに所属することはできない。また、コンソ

ーシアムに所属しながら自らが単独で提案を行うことは認められない。 

   ・参加申請時にコンソーシアムの協定書の写しを併せて提出すること。なお

協定書には、事業者の役割分担及び活動割合が詳細かつ明確に記載されて

いること。 

   ・コンソーシアムに所属するすべての事業者は、上記(１)～(５)のすべてに

該当する必要がある。なお、（６）については、幹事者が該当していれば可

とする。 

   ・提案書提出後は、コンソーシアムに所属する事業者を変更することはでき

ない。 

 

４ 全体スケジュール 

○公募開始（公告） ２０１９年２月７日(木) 

○質問受付期間（様式１） ２０１９年２月７日（木）～２月２１日（木） 

○参加表明書の受付期間（様式２） ２０１９年２月７日（木）～２月２１日（木） 

○質問回答期間 ２０１９年３月１日（金）まで随時 

○提案書等の提出期限（様式３～

８） 
２０１９年３月２０日（水） 

○プレゼンテーション及び審査 ２０１９年３月２７日（水）（予定） 

 

５ 質問 

本プロポーザルに参加するにあたって質問事項がある場合は、質問票（様式１）
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を電子メールにより提出すること。 

なお、電子メールの件名を｢和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務に係る質

問｣とすること。 

（１）受付期限 

２０１９年２月２１日（木）１７時まで 

（２）送付先 

和歌山県企画総務課ＩＲ推進室 

代表メールアドレス e0201001@pref.wakayama.lg.jp 

（３）回答 

質問に対する回答は、質問者に対し、電子メールにて回答し、その内容に

ついては、和歌山県ホームページへの掲載の方法により公表する。 

なお、企画提案の内容及び評価基準に関するもの、他の応募者からの提案

書提出状況に関するものなど、公平性の確保及び公正な選考を妨げる恐れの

ある質問は受け付けない。 

 

６ プロポーザルへの参加表明 

本プロポーザルに応募する場合は、公募型プロポーザル参加表明書（様式２）

を電子メールにより提出すること。 

なお、電子メールの件名を「和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務に係るプ

ロポーザル参加表明書」とすること。 

（１）提出期限 

２０１９年２月２１日（木）１７時まで 

（２）提出先 

和歌山県企画総務課ＩＲ推進室  

代表メールアドレス e0201001@pref.wakayama.lg.jp 

 

７ 企画提案書類の提出 

（１）企画提案書類 

応募に当たっては、次に掲げる書類を作成し、提出すること。 

ただし、企画提案書類の提出日において、和歌山県役務の提供等の契約に

係る入札参加資格に関する要綱第３条に定める入札参加資格を有する者は、

「和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格決定通知書」の写しをも

って下記オ～コの書類に代えることができるものとする。なお、コンソーシ

アムによる申請の場合は下記オ～コについては、構成員ごとに提出すること。 

また、県が必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。 
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ア 応募申請書（様式３－１）（コンソーシアムによる申請の場合は「コンソ

ーシアム構成員表（様式３－２）」も提出すること） ・・・１部 

イ 応募資格に反しない旨の誓約書（様式４） ・・・１部 

ウ 業務実績申告書（様式５） ・・・正本１部、副本１０部 

エ 企画提案書（様式６、７含む。別紙④企画提案書作成要領参照）  

・・・正本１部、副本１０部 

オ 役員等に関する調書（様式８） ･･･１部 

カ 団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算

書又はこれに準ずる書類 ･･･１部 

キ 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

                             ･･･１部 

ク 印鑑証明書 ･･･１部 

ケ 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の 

証明書 ･･･１部 

コ 都道府県税に係る徴収金について未納がない旨の証明書 ･･･１部 

（２）提出方法 

提出場所に直接持参又は郵送（書留郵便又は配達証明）によることとする。 

（３）提出期間 

２０１９年３月２０日（水）までとする。 

ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律１７８号）に規定する休日を除く日の午前９時から午後５時ま

でとする。 

（４）提出場所 

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 

和歌山県 企画部企画政策局 企画総務課ＩＲ推進室（和歌山県庁本館４階） 

 

８ 参加に際しての注意事項 

（１）失格事由 

以下のいずれかの事項に該当する場合は失格とする。 

ア 直接、間接を問わず、故意に選考委員に接触を求めた場合。 

イ 他の提案者と企画提案の内容又は提案の意志について相談を行った場合。 

ウ 事業者選定が終了するまでの間に、他の提案者に対し提案の内容を意図 

的に開示した場合。 

エ  企画提案書類に虚偽の記載をした場合。 

オ  応募資格に違反すると認められる場合。 
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カ  その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合。 

（２）無効事由 

以下のいずれかの事項に該当する場合は無効とする。 

ア  同一提案者が２件以上の提案をした場合。 

イ  所定の提出期限を過ぎて企画提案書類が提出された場合。 

ウ  本実施要領に示した委託料上限額を超えた見積額を提示した場合。 

（３）その他 

ア  企画提案書類の作成、提出等に要する費用は、提案者の負担とする。 

イ  本プロポーザルに参加する者は、企画提案書類の提出をもって本実施要  

領の記載内容を承諾したものとする。 

ウ  一旦提出された企画提案書類は、理由の如何に関わらず、これを差し替 

え、書き換え、追加または撤回をすることができないものとする。 

エ  提出された企画提案書類は返却しない。 

 なお、提出された企画提案書類は本企画提案の審査以外には使用しない。 

オ  関係書類の提出及びプレゼンテーションは日本語で行うこと。 

 

９ 委託候補者の選定方法及び公表 

（１）選定方法 

事業者の選定は、県が別に定める「和歌山県企画部公募型プロポーザル方

式等事業者選定委員会」（以下「審査委員会」という。）の審査により行う。 

なお、審査委員会は、別紙⑤「和歌山ＩＲに関するアドバイザリー業務公募

型プロポーザル審査要領」に基づき、提出書類及びプレゼンテーションの内容

により審査・評価を行い、競争性・透明性の確保に充分に配慮しながら、企画

提案の内容、事業実施能力等の最も優れた提案をした者を委託候補者として選

定する。 

（２）審査委員会 

ア  開催日・場所 

２０１９年３月２７日（水）（予定） 

プレゼンテーション審査の開催時間及び実施場所等は、別途電子メール

で通知する。 

イ  １提案者あたりのプレゼンテーション時間 

プレゼンテーション ３０分以内 

審査委員からの質疑 ２０分程度 

ウ  注意事項 

(ｱ) プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみを使用して行うことと
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し、プロジェクタ等の使用は認めない。 

(ｲ) プレゼンテーションへの参加は、１提案者あたり５名以内とする。 

(ｳ) 他の提案者のプレゼンテーションを傍聴することはできない。 

（３）委託候補者の選定 

ア  各審査委員の評価点の合計が、満点の６割以上である企画提案を行った 

者のうち、最高評価点を獲得した提案者１者を委託候補者とする。 

イ  最高評価点の者が複数となった場合は、原則として提案金額の安価な提 

案者を委託候補者とする。 

ウ  提案者が１者の場合は、審査委員会における評価の結果、各審査委員の 

評価点数の合計が満点の６割以上に達していれば、当該提案者を委託候 

補者とする。 

（４）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、審査委員会終了後、速やかに参加者全員に文書にて通知する

とともに、以下の内容を和歌山県企画総務課ＩＲ推進室ホームページにて公

表する。 

ア  委託候補者の名称及び評価点 

イ  次点以下の者の評価点（提案者名は公表しない） 

 

１０ 委託契約について 

（１）契約の締結 

選定した委託候補者と和歌山県は、企画提案の内容をもとに協議のうえ、

委託業務の仕様の内容を確定し、契約を締結する。協議が整わない場合又は

委託候補者が契約を辞退した場合は、評価点が次点の者と協議を行う。 

（２）契約保証金 

委託契約締結前に、原則として契約金額の１００分の１０以上を契約保証

金として納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はその全部又

は一部の納付を免除することができる。 

ア  保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

イ  過去２箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする  

契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、 

契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。 

（３）契約の解除 

契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、委託事業者を変更す

ることがある。 

ア  提出書類に虚偽の記載があることが明らかになった場合。 
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イ  事業者に重大な瑕疵がある場合。 

ウ  業務遂行の意思が認められない場合。 

エ  業務遂行能力がないと認められる場合。 

オ  その他、契約を継続するに耐えない事情がある場合。 

（４）その他 

委託契約は和歌山県財務規則等の関係法令の規定に基づき行い、平成３１年

２月和歌山県議会定例会において、平成３１年度和歌山県当初予算案が議決さ

れなかった場合は、中止、延期、又は変更するものとする。 

 

１１ 問い合わせ先 

和歌山県企画部企画政策局 企画総務課ＩＲ推進室 （担当：鶴野） 

住 所 〒６４０－８５８５ 和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 

電 話 ０７３－４４１－２３３４ 

ＦＡＸ ０７３－４２２－１８１２ 

電子メール e0201001@pref.wakayama.lg.jp 


